那珂市「道の駅」飲食コンテンツ開発支援業務委託仕様書別紙２


１　委託業務名
那道委第４号　那珂市「道の駅」飲食コンテンツ開発支援業務委託

２　業務目的
本業務は、那珂市が那珂インターチェンジ周辺地域に整備を予定している「道の駅」において提供する地場農産物を活用した飲食コンテンツについて、市場分析に基づく商品コンセプトの設計、試作品の企画及び開発、販売戦略の整理並びに関係者との連携体制の構築支援を行い、販売・提供に向けた具体的な商品案、試作結果、販売手法その他必要な事項を取りまとめることを目的とする。

３　委託金額の上限
5,500,000円（消費税及び地方消費税を含む。）

４　業務委託期間
契約締結日の翌日から令和９年３月31日まで

５　業務内容
（１）市場・ターゲット分析
地域特性、来訪者属性、観光動向、競合商品等を調査・分析し、那珂市産農産物を活用した飲食コンテンツ開発の方向性及び主なターゲット層を整理する。
（２）商品コンセプトの設計
市場・ターゲット分析の結果を踏まえ、地場農産物を活用した飲食コンテンツの基本コンセプトを立案する。あわせて、想定ターゲットに応じた商品構成、価格帯、提供形態及び販売方針を検討する。
（３）商品企画及び試作開発
商品コンセプトに基づき、使用する原材料、加工方法、提供方法、流通形態等を検討し、複数案の試作品を企画・開発する。また、試作品ごとに評価及び改善の方向性を整理する。
（４）マーケティング及び販売戦略の検討
想定ターゲットの購買動機や利用場面を踏まえ、販売チャネル、価格設定、訴求方法、プロモーション方針等を検討し、道の駅における販売・提供を見据えた販売戦略を整理する。
（５）連携体制構築支援
農業者、加工事業者、飲食事業者その他関係者との連携に向けた調整を行い、商品開発から販売までを見据えた協力体制及び役割分担の考え方を整理する。
（６）成果整理及び報告書作成
上記業務の実施結果を取りまとめ、開発した商品案、試作結果、販売戦略、連携体制等を整理した報告書及び提案資料を作成する。

６　成果品
本業務の成果品を以下のとおり作成すること。
（１）業務報告書　２部
（２）上記の電子データ　１式

７　業務実施の条件
（１）受注者は、契約の履行にあたり、本業務を適正かつ円滑に実施するため、本業務の目的等を十分に理解し、業務を実施するよう技術を発揮するものとする。
（２）本仕様書に定めのない事項または作業の過程において疑義が生じた場合は、発注者と受注者がその都度協議し、決定するものとする。
（３）業務の実施にあたり不測の事態が生じた場合は、発注者に責任がある場合を除き、受注者の責任においてこれを解決するものとし、事故等が生じた場合は速やかに発注者に報告するものとする。
（４）本業務に関して収集された情報、版権及び著作権は発注者に帰属する。ただし、受注者が発注者に引き渡した、成果品その他資料等に、本業務以前から受注者が著作権を有していた部分が含まれる場合、当該部分の著作権は受注者に留保される。受注者は自己に留保された著作権について、発注者が本契約の本旨に従って成果品その他資料等を使用する場合に限り、発注者に対して非独占的かつ無償での使用を許諾し、著作者人格権を行使しないものとする。
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